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（趣 旨） 

第１条  財団法人大阪市教員会館・パル法円坂及びアネックスパル法円坂（以下「会館」という。）の利用について

はこの規程の定めるところによる。 

（利用の手続と承認） 

第２条  会館及び付属設備・機器を利用しようとする者（以下「利用者」という。）は、予め所定の申込用紙に記載

の上、会館の承認（以下「仮予約」という。）を受けなければならない。 

電話の申込においても、利用以前に必ず所定の手続きを経なければならない。 

２．会館は、仮予約の承認に際し、次に掲げる場合においては、利用申込を受付けないことができる。 

（１）会議等で利用を申込する者又は会議等に出席する者に次に該当する者がいるとき。 

   ①「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」（平成３年法律第７７号）による指定暴力団及び指定暴力

団員等又はその関係者、その他反社会的勢力（以下「暴力団等」という。） 

   ②暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員 

   ③暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員 

   ④法令又は公序良俗に反する行為をする恐れがあると判断される者 

（２）会館の他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 

（３）会館若しくは会館職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、著しく合理的範疇を超える負担を要求

したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。 

３．会議室等の利用（簡易な食事を伴う会議を含む）受付は、利用月を含む６ヵ月前の同日から行うものとする。 

  ただし、宴会、または宴会を伴う会議については、１２ヶ月前から行うものとする。 

４．受付日については、会館において特別の事由があると認めた時は、前項の規定にかかわらず、その都度定めるところに

より行うことができる。 

（利用の取消し及び利用の制限） 

第３条 次の各号の一に該当するとき、会館は利用承認を取消し、又は利用を制限し若しくは停止することができる。 

（１） この規程又はこれに基づく細則等に違反したとき 

（２） 管理上不適当と認められるとき 

（３） 前条第２項に該当する者がいると判明したとき 

（４） 公安又は風俗を害するおそれがあるとき 

（５） 建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき 

（６） 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき 

（７） 他人に危害を及ぼし、又は騒音を発する等迷惑となる行為をするおそれがあるとき 

（８） 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる物品又は動物を携行するとき 

（９） 利用料を納付しないとき 

（１０）利用目的以外に利用しようとしたとき 

（１１）緊急止むを得ない事情があるとき 



（１２）その他不適当と認めるとき 

（利用料の区別） 

第４条 利用料の額は別表に定めるとおりとする。 

２．別表に定める利用時間は、フロントにおける鍵の貸し出しから、フロントへの鍵の返却までの時間をいう。  

（利用料の納付期限） 

第５条 会館利用の承認を受けた者は、利用料を「仮予約」から１０日以内、予約日が利用日の直前の場合は利用日の

３日前までに納付しなければならない。また「仮予約」中にあっても、キャンセルの連絡なく一方的に取り消しの

場合はキャンセル料として、利用料相当額を納付しなければならない。 

ただし、特別の事由があるときは会館の承認を得て利用料を後納することができる。 

（還 付） 

第６条 既納の利用料は還付しない。ただし、特別な事由によって利用を取消した場合はその全額、又は一部を還付するこ

とができる。 

（減 免） 

第７条 会館が必要と認めたときは、利用料を減免することができる。 

（特定禁止事項） 

第８条 利用者は会館利用に当たり、特に承認があった場合を除き次の行為をしてはならない。 

（１） 会館指定業者以外からの物品等を持ち込むこと。 

（２） 施設に対し特別な設備を施工すること。 

（原状回復） 

第９条 会館の承認を得て一時的に特別な設備又は利用室の模様替をした場合は、利用後直ちに原状に回復させなければ

ならない。 

（利用責任） 

第１０条 利用者が会館の施設・備品・機器等を毀損し、若しくは喪失したときなど、利用に際して生じた一切の事故につ

いては、利用者が責任を負うものとし、損害を賠償しなければならない。 

２．第３条の定めの適用において、利用者に損害が生じることがあっても会館はその責を負わない。 

（譲渡転貸の禁止） 

第１１条 利用承認を受けた者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。 

（細 則） 

第１２条 この規程の施行に必要な細則は別に定める。 

（その他） 

第１３条 この規程に定めのない事項若しくは疑義が生じた場合には、理事長が定める。 

附 則 

１． この規程の改廃については、理事会の議決を経なければならない。 

２２２２．．．．    この規程は、平成２２年４月１日から施行する(平成２２年３月１日理事会にて制定)。    
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第１条  この細則は、大阪市教員会館利用規程第１２条に基づき、会館利用について必要な事項を定めることを目的

とする。 

第２条  利用料を後納する場合は、原則として利用日当日までに納付しなければならない。 

第３条  利用者は次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 

（１） 収容人員をこえて入場させないこと。 

（２） 特に承認をうけた者のほか、会館の敷地内で物品の販売又は金品の寄付募集等をし 

ないこと。 

（３） 楽器・音声・音楽等の利用において、他の利用者の妨げとなるような音量を出さないこと。 

（４） 施設の利用にあたっては会館職員の指示に従うこと。 

（５） その他、別に定める事項を遵守すること。 

第４条  音楽・体育等会議以外の目的で利用する場合、利用者は別に定める事項を守らなければならない。 

附 則 

１． この細則の改廃は専務理事が行う。 

２２２２．．．．    この細則は、平成２２年４月１日から施行する(平成２２年３月１日理事会にて制定)。    
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第１条 この遵守事項は、大阪市教員会館利用細則第３条（５）及び第 4条に基づき、音楽・体育等会議以外の目的で

利用する場合の会館利用について必要な事項を定めることを目的とする。 

第２条 会館を利用する場合、利用者は次の注意事項を遵守しなければならない。 

（１）利用当日、現場における総括責任者及び各部門の責任者を定めておく。 

（２）受付案内・場内整理・楽屋の監視等の業務は主催者が責任を持って行う。 

（３）非常口、その他館内の各施設の位置を確認しておく。 

（４）病人・怪我人の発生時は、会館職員またはフロントへ連絡する。 

（５）会館内は、すべて禁煙。 

（６）火気を必要とする演出は、事前に消防署及び会館の許可が必要。 

（７）電気機械舞台操作と器具使用、設備・備品の使用または舞台の操作等は全て係員の指示に従う。 

（８）大道具・電気器具等の持込は事前に連絡が必要。 

（９）持込器具等についての責任はもたない。 

（１０）使用終了後は、直ちに係員の点検を受け、設備・備品を現状に回復する。 

（１１）施設・設備・備品等を破損したりなくしたときは係員に連絡する。 

（１２）修理を必要とする場合は、実費を支払う。 

（１３）許可を得ないホール内での飲食は禁止。 

（１４）許可なく壁・柱・窓・扉等に貼り紙をし、または鋲類を打つことは禁止。 

（１５）許可無く寄付金の募集・物品の販売を行うことは禁止。 



（１６）申込に記載した以外の目的で施設等を使用することは禁止。 

(湯沸かし室の使用) 

第３条 利用者は次に定める事項を守らなければならない。 

（１） 貸室使用者は当該階の湯沸し室のみ使用することができる。 

（２） 他の階の湯沸し室は絶対に使用してはならない。 

（３） ポット・急須・湯のみ茶碗・洗剤のセットを有料（20名分 1セット 500円）で貸し出す。 

（４） 湯沸し室は現状に回復すること。 

（ゴミの処理） 

第４条 ゴミは原則持ち帰ること。どうしても不可能な場合は、有料（1枚 100円）で指定のゴミ袋を販売するので、

会館指定の場所へ廃棄すること。 

附 則 

１．この遵守事項の改廃は専務理事が行う。 

２、この遵守事項は、平成２２年４月１日から施行する(平成２２年３月１日理事会にて制定)。    
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（助成金交付の対象） 

第１条  本財団が助成金を交付する対象は、教育に関する有益な研究をし、又は教育の向上、発展、青少年の健全育成に

寄与すると認められる個人、団体である。 

（助成金の種類及び助成額） 

第２条  助成金の種類及び助成額は、次のとおりとする。 

種類 助成金 備考 

１）教育青年団体活動助成 理事会で定める 教育研究団体等の研究 

２）教育青年団体利用助成 賃貸利用料金の２０％ 教育・青年団体の教員会館の利用 

（助成金交付申請書及び資料の提出） 

第３条  前条１）の助成金を受けようとする団体は、申請書及び研究の資料等を添えて当財団に提出するものとする。 

２）  前条２）の助成金を受けようとする利用者は、申込書に資料等を添えて当財団に登録を行った上、利用の都度、助

成の申請を行うものとする。  

（交付の決定） 

第４条  第２条１）の交付については、理事会の選考を経て、理事長が決定し、その結果を申請者に通知する。 

  ２） 第２条２）の登録団体の認定は、専務理事が行う。  

（選考基準） 

第５条  第２条１）の交付申請書を提出した団体について、理事会が定める選考基準に合致した者の中から、選考を行う。 

（実施細目） 

第６条  この規程の実施について必要な事項は、別に定める。 

附  則 

１． この規定の改廃については、理事会の議決を経なければならない。 



２．この規程は、平成２２年４月１日から実施する(平成２２年３月１日理事会にて制定)。  


